
 

Ｑ１５．学校で宗教などを理由にいじめがあった場合、相談できるところはあ

りますか。 

 

○ ２４時間子供ＳＯＳダイヤル 電話番号：０１２０－０－７８３１０ 

 文部科学省では、子供たちが全国どこからでも夜間・休日を含めて２４時間

いじめ等の悩みを相談することができるよう、「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」

を開設しております。お気軽にお電話ください。 

（受付時間） 

 ２４時間、年中無休 

（相談方法） 

 電話 

 

○ こどもの人権１１０番 電話番号：０１２０－００７－１１０ 

法務省の人権擁護機関では、こどものいじめ問題等に対する相談窓口とし

てこどもの人権１１０番を設けています。電話のほか、メールでも相談できま

す。また、全国の小・中学生の児童・生徒に毎年「こどもの人権ＳＯＳミニレ

ター」を配布していますので、先生や保護者にも相談できないようなお悩みが

あれば、ミニレターに書いて送ってください（切手はいりません）。 

（受付時間） 

平日８：３０～１７：１５ 

（相談方法） 

 電話、メール、ミニレター、ＬＩＮＥ 

 

学校では、教員のほかにも、心理の専門家であるスクールカウンセラーや福祉

の専門家であるスクールソーシャルワーカーに相談することができます。 

スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーに相談できる日時等に

ついては、各学校で異なりますので、相談を希望する場合には、学校にお問い合

わせください。 

 

 

 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/06112210.htm
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken112.html

